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2010 年 12 月 20 日付、中国国務院より、「『労災保険条例』の改定に関する決定」（国務院令第 586 号）により、

『労災保険条例』が改正され、2011 年 1 月 1 日より実施されました。今回の改正は、2004 年 1 月より実施されてい

る同条例の労災保険の適用範囲や労災補償金の支給標準などが調整されました。主な内容は以下の通りです。 

 

１、労災保険の適用範囲が拡大された。 

改正前 中国国内の各企業や従業員を雇う事業者のみが、労災保険に加入しなければならない。 

改正後 
現行の対象企業以外に、事業機関、社会団体、民間非企業団体、基金会、弁護士事務所、会

計士事務所なども、労災保険に加入しなければならない。 

 

２、労災認定範囲が調整された。 

（１）通勤途中の労災認定要件 

改正前 従業員が通勤途中で遭った、自動車事故による障害。 

改正後 
従業員が事故の主要責任を負わない交通事故、或は都市軌道交通、フェリー、電車の事故によ

る死傷」へ拡大された。 

（２）非認定の要件 

改正前 「犯罪、治安管理に違反した行為による死傷」の条項あり。 

改正後 
「過失犯罪」「治安管理に違反した行為による死傷」が削除され、「麻薬使用による死傷」が追加

された。 

 

３、労災認定が簡素化され、労働能力再鑑定の鑑定期限が明確化された。 

労災認定 
社会保険部門は 60 日以内で認定を判断するが、事実が明らかで、権利義務が明確な認定申

請については、15 日以内に認定を判断することが明確化された。 

労働能力鑑定 
能力鑑定結果に不満がある場合や、その後の能力に変化が生じた場合の再鑑定は、初鑑定と

同じく 60 日以内（必要な場合 30 日間延長）に結論を出さなければならない事が明確化された。 

 

４、一部の労災補償金給付額が引上げられた。 

障害補償金 

認定された障害等級ごとに、月額賃金に応じた障害補償金が一括支給されるが、支給額は 

それぞれ障害等級ごとに（1 級～4 級）3 ヶ月分増加、（5 級～6 級）2 ヶ月分増加、（7 級～10 級）

1 ヶ月分増額された。 

死亡補償金 

一括死亡補償金支給額は、それぞれの労災保険統一地域における前年度の従業員平均賃金

の 48 倍～60 倍相当額から、前年度の全国都市部一人当たり可処分所得額の 20 倍相当額に

変更された。  
【参考】 3,566 元（2009 年度上海平均賃金）、17,175 元（2009 年度全国都市部一人当たり可処分所得

額）、上海の場合、改定により、一括死亡補償金額は倍程度に増額された。 

 

５、労災保険基金が負担する支払項目が追加された。 

改正前 「一括労災医療補助金」、「入院中の食費補助金」などが企業負担であった。 

改正後 上述の費用は、労災保険基金が負担することになり、企業の負担が軽減された。 

 


